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評　　価　　項　　目　　及　　び　　評　　価　　点　　配　　分

市立豊中病院設備管理業務委託契約に係る総合評価一般競争入札（簡易型）

令和元年10月18日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市立豊中病院　総合評価一般競争入札（令和元年１０月１８日公告）評価項目、評価点の配分
評 価 項 目 評　価　点 評　　　価　　　内　　　容

提出書類 加　　点　　方　　式
項　　　　　目 詳　　　　　　　　　　細

①研修制度等の設置

(1)
研
修
体
制

１
価
格
評
価

分類

130

２

技
術
的
評
価

① 過去１年間の研修実施の有無及び研修内容を評価
する。
② 契約期間中の適正な履行を確保するための研修計
画の有無及び研修内容を評価する。

①研修実施報告書（様式１）及び当該研修の受講修了証と
研修レジュメ等により確認を行う。
②研修実施計画（様式２-1）により確認を行う。
③研修実施計画は仕様書に規定されたものと見做し、研修
実施後は研修実施報告書、受講修了証及び研修レジュメ等
により確認を行う。

(2)
業
務
実
績

①過去における業務実績
① 過去５年間の施設総合管理業務等の業務委託契約
の実績を評価する。

①委託業務履行実績証明書（様式
２－２）

履行確認（企画提案内容の担保）方法等

①契約の内容に適合した履行
及び公正な取引の秩序を確保
する観点から、低入札基準価
格を設定する。

（評価点に差がない場合の落
札候補者の決定方法）
①総合評価の結果、評価点に
差がなく二者以上の者が落札
者決定基準に該当する場合
は、くじ引きにより落札候補
者を決定する。

価格評価点は、予定価格以下の金額で入札を行った者
に対して、次に規定する方法で算出する。

①低入札基準価格と同額で入札を行った者の価格評価
点は、最高点(２５０点)とする。
②予定価格を超える金額で入札を行った者は、失格と
する。
③低入札基準価格を超える金額で入札を行った者の価
格評価点は、低入札基準価格を当該入札金額で除して
補正率を算出(小数点３位未満切捨)し、価格評価点の
最高点(２５０点)に当該補正率を乗じて価格評価点を
算出(小数点未満切捨)する。
④低入札基準価格に満たない金額で入札を行った者の
価格評価点は、当該入札金額を低入札基準価格で除し
て補正率を算出(小数点３位未満切捨)し、価格評価点
の最高点(２５０点)に当該補正率を乗じて価格評価点
を算出(小数点未満切捨)する。

入札書（当院指定用紙） 左記の評価内容の詳細による

①過去5年間に履行が完了した病院における電気、空調、給排水衛
生設備及びその他の設備に係る保守点検業務及び、中央監視業務
の業務委託契約の実績を評価する。
①-1　件数実績　（164,000千円以上（豊中市内に本店を有する者
にあっては、123,000千円以上)＜25点＞
ア．  ３件以上　→25点
イ．  ２件　　　→15点
ウ．  １件　　　→10点
①-2　実績のある病院の病床数　＜20点＞
ア．  500床以上　　　　　　→20点
イ．  300床以上 500床未満　→15点

①研修実施報告書（様式１）
②研修実施計画書（様式２-１）

①過去１年間（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま
でに実施した研修）の研修実施報告書（様式１）に基づく（ただ
し、法定研修は評価の対象としないが、様式１に基づき報告を求
める。）実施状況及び研修内容を総合的に評価する。 ＜１２点＞
・個人情報保護に関する研修　　　　３点
・従業員対象の接遇・マナー研修　　３点
・人権研修　　　　　　　　　　　　３点
・安全管理研修　　　　　　　　　　３点

②契約期間中の適正な履行を確保するための、研修実施予定状況
及び研修内容を研修実施計画書（様式２－１）に基づき総合的に
評価する。（ただし、法定研修は評価の対象としないが、様式２
－１に基づき報告を求める。）
 ＜８点＞
・個人情報保護に関する研修　　　　２点
・従業員対象の接遇・マナー研修　　２点
・人権研修　　　　　　　　　　　　２点
・安全管理研修　　　　　　　　　　２点
①②共通→　企業独自の研修、派遣研修（認定機関への研修派
遣）の別は問わない。
②→　当該業務に対する履行期間中の研修の実施を評価するた
め、研修実施については、履行期間の初日から１年以内に終了す
る研修を対象とする。

①発注者が発行した委託業務履行実績証明書により確認を
行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。
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②既雇用者に対する継続雇用
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②自主検査体制
①自主検査体制規定の整備状況を評価する。

②当該業務における自主検査計画を評価する。

①自主検査体制規定等（任意様
式）

②当該業務における自主検査計画
書（任意様式）

①適正な履行を確保するため
の業務体制

①当該施設の仕様に基づく、日常警備業務及びその他
の委託業務に係る作業計画表を作成し、それらの作業
計画を実施するための業務体制（配置予定業務責任者
等の資格・経験及び作業員の配置計画）の内容を評価
する。

②各種業務マニュアルの整備状況を評価する。

①-1「業務実施体制図」（任意様
式）
①-2「作業計画表」（任意様式）
①-3「配置予定業務責任者等の資
格・経験」（様式３）
①-4「業務従事者資格一覧表」
（様式３－１）
①-5「作業員配置計画書」（任意
様式）
②「各種業務マニュアル」（任意
様式）
　「苦情処理要領（マニュアル
等）」（任意様式）
　　要領で規定する報告書、指示
書及び結果報告書等を添付するこ
と。

①　本業務の業務実施体制図及び当該施設の仕様、作業計画書に基づ
き、それらを実施するための業務体制(「配置予定業務責任者等の資格・
経験」、「業務従事者資格一覧表」及び「作業員配置計画書」)の内容
①-1　配置予定業務等の資格・経験の内容を評価する。＜２８点＞
（1）配置予定業務の有資格者の人数
　a．第三種電気主任技術者3名以上：3点　b．一級ボイラー技士3名以
上：3点
  c．二級ボイラー技士5名以上：2点　 d．第二種冷凍機械製造保安責任
者5名以上：2点
  e．危険物取扱者（乙種第4類）5名以上：2点
  f．特定高圧ｶﾞｽ取扱主任者（液化酸素）2名以上：1点
　g．第一種電気工事士2名以上：3点   ｈ.第二種電気工事士5名以上：2
点
　i.エネルギー管理士（員）2名以上：2点   ｊ．建築物環境衛生管理技
術者2名以上：3点
　k.消防設備士甲１,2,3,4種・乙6種夫々2名以上：3点
　l．２級管工事施工管理技士2名以上：2点
①-2業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者について300
床以上の病院での設備保守点検業務実績の経験年数を評価する。＜４点
＞
　業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれ
の立場で過去15年以内の業務において７年以上の経験年数を有する：４
点
　業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれ
の立場で過去15年以内の業務において５年以上の経験年数を有する：３
点
　業務責任者・副業務責任者・電気主任技術者の各責任者が、それぞれ
の立場で過去15年以内の業務において４年以上の経験年数を有する：２
点
②　業務マニュアルの有無及び内容＜２点＞
運用業務マニュアル数（電気設備関係、機械設備関係、その他当該業務
関連）
　３つ以上：２点　２つ：１点　１つ：０点
③苦情処理要領（マニュアル等）の有無＜１点＞
　有：１点　無：０点

①自主検査体制規定の有無及び内容＜１０点＞
有　５点
自主検査から改善までの体制が整っているか
良　：　５点　　　　普　：　３点　　無　：　０点

②本業務における自主検査計画書の有無及び内容＜１０点＞
計画書有　　　　５点
具体的な内容（検査の指標となる具体的な項目出しを明示したも
の。チェックリストの添付等）
良　：　５点　　　　普　：　３点　　　　無　：　０点

①　既に雇用されている従事者(本業務で評価対象と
なった新規雇用予定者以外の者をいう。本項目におい
て「既雇用者」という。)に対する継続雇用促進に対
する提案を評価する。

①既雇用者の継続雇用促進に関す
る提案書(様式4)

①既雇用者に対する継続雇用促進の意思を評価する。＜１０点＞
有　１０点
無　　０点

・詳細については、「既雇用者の継続雇用促進に関する提案書」
（様式４）を参照のこと。

①自主検査体制の規定は仕様書に規定されたものと見做
す。

②自主検査計画に関する企画提案の内容は仕様書に規定さ
れたものと見做し、所定の時期に自主検査報告を書面で求
める。また、必要の都度、自主検査結果に伴う改善指示及
び改善結果について書面で報告を求め、企画提案のあった
自主検査体制が機能しているかを確認する。

①既雇用者の継続雇用促進に関する提案書（様式４）によ
り確認（必要に応じ市のヒアリング結果を含む）を行う。
・提案のあった内容は、必要に応じて、労働条件通知書等
雇用契約がわかる書類で確認を行うと共に、市の関係部局
によりヒヤリングを行う。

①各業務ごとの仕様及び業務実施計画表に基づき、「配置
予定業務責任者等の資格・経験」、「作業員配置計画書」
より確認を行い、契約期間中は、日常の履行検査により確
認を行う。
②苦情処理要領（マニュアル等）及び所定様式（要領で規
定する報告書、指示書及び結果報告書等）の添付により確
認を行い、当該業務の履行期間中に苦情処理等を行う必要
が生じた際は、受注者より対応結果を報告させ、苦情処理
要領（マニュアル等）に則った処理がなされたかについて
確認を行う。
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履行確認（企画提案内容の担保）方法等

①障害者に対する就労支援の
取組み企画書（様式５）

項　　　　　目 詳　　　　　　　　　　細分類 細分類

①障害者に対する就労支援事
業への取組み

①職場体験実習等への受入、指定施設等への業務発注
など、障害者の就労支援の取組みにかかる企画内容に
応じて評価する。

３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市立豊中病院　総合評価一般競争入札（令和元年１０月１８日公告）評価項目、評価点の配分
評　　　価　　　内　　　容

提出書類 加　　点　　方　　式

就労困難者就業支援企画書
（様式７－２）
就労困難者就業支援実施報告
書（様式７－３）

・障害者に対する就労支援の取組み企画書（様式５）に
より確認（必要に応じ市のヒヤリング結果を含め）を行
う。
・障害者に対する就労支援の取組み内容は、本業務の履
行開始日から6か月以内に市担当課及び支援機関等と協
議して完全実施するものとして、仕様書に規定されたも
のと見做す。
・当該の取組みにおいて、実施前後に参加者名簿等を速
やかに届け出なければならない。
・本業務の履行開始日以降に提案内容の実施に支障が生
じた際は、本市から予定どおり対案内容を満たすよう口
頭又は書面により改善勧告を行うものとし、改善が見ら
れない場合は、契約の解除を行うことがある。

④就労困難者の新規雇用

評 価 項 目 評　価　点

①就労困難者新規雇用予定者
数報告書（様式6-1）
②就労支援機関等との協議報
告書（様式7-1）

①新規雇用予定者数に応じて評価（現場就業を問わない。）＜30点＞
→雇用予定者数の算出は、１週あたりの労働時間が３０時間以上（常
用雇用）で１名（１週あたり３０時間を超える部分の端数時間は切り
捨てる）とする。
→１週あたりの労働時間が２０時間未満の雇用予定者については、換
算の対象としないが、１週あたりの労働時間が、２０時間以上３０時
間未満の雇用予定者（以下「短時間労働者」という。）については、
複数名を３０時間に換算（換算の結果、３０時間未満の端数時間は切
り捨てる）して人数を算出する。
→［１名で5点とする。］
→［豊中市に居住する就労困難者の雇用予定者については、雇用予定
者１名につき5点を加算する。また、短時間労働者については、豊中
市に居住する複数名の短時間労働者の労働時間数を３０時間に換算
（換算の結果、３０時間未満の端数時間は切り捨てる）して４点を加
算する。］

・就職困難者新規雇用予定者数報告書(様式６－１）に
より確認（必要に応じ市のヒヤリング結果を含め）を行
う。
・就職困難者の新規雇用で提案を受けた雇用予定者数等
の内容は、令和２年４月１日までに完全実施するものと
して、仕様書に規定されたものと見做す。
・本業務の履行開始日以降に新規雇用予定者数等の提案
内容に満たない場合が生じた際は、本市から予定どおり
雇用予定者数等の提案内容を満たす旨を書面により明示
し改善勧告を行うものとし、改善が見られない場合は、
契約の解除等を行うことがある。

①絶対評価＜１０点＞
→職場体験実習等に参加する障害者予定数1人に対して2点で評価
→職場体験実習等は、5日間以上の期間で１つの事業と見なす。
②相対評価＜７点＞
→就労支援の取組み内容（職場体験実習）の具体性及び実現性に応じ
て評価する。
→就労支援の取組みの対象を提示し、考え方、事業の内容等を記載す
る。
③相対評価＜７点＞
→就労支援の取組みの実施体制に関する提案に応じて評価する。
→就労支援事業の実施体制（社内体制、外部機関との連携等）につい
て記載する。
④絶対評価＜４点＞
　指定施設等への業務発注予定金額に応じて評価

①障害者雇用状況報告書（公
共職業安定所）（平成２９年
から令和元年の３か年分）
②障害者雇用状況報告書（様
式６-１-１)（平成２９年から
令和元年の３か年分）
　右記の※の注意事項を参照
のこと

①②障害者雇用の実績を評価する観点から、雇用率は未達成であるが
平成３０年障害者雇用状
　況集計結果（厚生労働省調べ）における実雇用率２．０５%以上
（小数点２位未満四捨五
　入）を配点対象に加え、障害者雇用の実態を評価する。 ＜２０点
＞
※障害者雇用状況報告書が未提出の場合における当該年の障害者雇用
率は０％と見なす。
※平均雇用率が２．０５％以上２．２０％未満の場合は、評価は２点
とする。２．０５％未満
　の場合は0点とする。
＊法定雇用率２・２０％の場合は評価は１０点とする。
※２．２０%超は０．５%増加ごとに１点加算し、６．７０%以上は２
０点とする。
※法定雇用率が障害者雇用の指標となっていることから、雇用者数は
加点対象としない。

・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条で
規定する「障害者雇用状況報告書（平成２９年から平成
３１年までの各６月１日現在のもので、所管する公共職
業安定所の受付印があるものに限る）」により確認。
・障害者雇用状況報告書（様式６－１－１）（平成２９
年から令和元年までの各６月１日現在のもの）により確
認。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

以下の就労困難者について、対象者別に提案内容を項目ごとに加点す
る。<上限12点>

中高年者　2点
ひとり親家庭の親　1点
難病患者、がん患者　1点
若年者　1点
外国人　1点
LGBT（性的少数者）　1点
刑余者　1点
その他配慮が必要な就労困難者　1点

以下の項目への登録の有無

協力雇用主会への登録　2点
認定就労訓練施設への登録　2点
ユースエール認定　2点

・就労困難者就業支援企画書（様式７－２）により、具
体的な支援内容の確認（必要に応じ市のヒヤリング結果
を含め）を行う。
・就労支援の取組み内容は、本業務の履行開始から６か
月以内に市担当課及び支援機関等と協議し体制を整備す
ることで、仕様書に規定されたものと見做す。
・支援体制等導入後は就労困難者就業支援実施報告書
（様式７－３）により報告を求め確認を行う。
・就労困難者就業支援実施報告書（様式７－３）は、契
約履行期間初日から1年以内に報告して下さい。
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④障害者の雇用率

①常用雇用労働者数が、４５．５人以上の事業者
障害者雇用状況報告書（公共職業安定所）にて、「平
成２９年から令和元年までの各６月１日現在」におけ
る障害者雇用率の３年間の平均値（小数点２位未満四
捨五入）を評価する。
②常用雇用労働者数が４５．５人未満の事業者
障害者雇用状況報告書（様式６-１-１）にて「平成２
９年から令和元年までの各６月１日現在」における障
害者雇用率の３年間の平均値（小数点２位未満四捨五
入）を評価する。
※雇用率が２．０５％の場合は、評価は２点とする。
２．０５％未満の場合は０点
　とする。

③就労困難者の就労支援事業
の取組み

①就労困難者の雇用を実現するための支援体制につい
て提案内容を評価する。

①就労困難者の新規雇用予定者（現場就業は問わな
い）数に応じて評価する。



総点 個別点

5

5

10 10

10 10

-20
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500 500

対象期間：公告日から過去3年以内（平成２８年１０月１９日から令和元年１０月１８
日まで）
対象となる処分：過去の履行契約において不正又は不誠実な行為等を理由に文書によ
り警告を受けたことがある場合・・・配点×５０％×件数
※文書による警告を受けた日が1年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ず
　る。

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

対象期間：公告日から過去３年以内（平成２８年１０月１９日から令和元年１０月１
８日まで）
対象となる処分：入札参加停止又は入札参加除外措置（以下「参加停止等」）を受け
たことがある。（２０点減点）
※参加停止等の期間の終期が1年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ず
　る。
※参加停止等を受けていない場合…配点×０％
※参加停止等の期間が６カ月未満の場合…配点×５０％
※参加停止等の期間が６カ月以上の場合…配点×１００％

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

②契約解除の有無
公告日から過去３年以内に本市から契約解除を受
けたことがある場合に、減点評価する

①入札参加停止措置等状況
　調書（様式１２）
②過去の処分歴等報告書（措置
の内容、期間及び終
　期がわかる書類）
③契約解除通知書の写し

対象期間：公告日から過去３年以内（平成２８年１０月１９日から令和元年１０月１
８日まで）
対象となる処分：本市から契約解除を受けたことがある。（２５点減点）
※契約解除日が1年以上前の場合は、当該算定結果に０.５を乗ずる。
※過去の履行契約において契約解除を受けたことがある場合・・・
　配点×１００％

・提出された書面などで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

　下記の取組みを行っていれば加点する＜５点＞

　・常時雇用する労働者数が１０１人以上の企業
   「次世代育成支援対策推進法」第13条の規定に基づく認定（くるみん
　　マークの認定）を受けている。

  ・常時雇用する労働者数が１００人以下の企業
   「次世代育成支援対策推進法」第12条の規定に基づき、一般事業主行動
　　計画を策定し、 厚生労働大臣(労働局）にその旨を届け出ている。

４
　
過
去
３
年
以
内
の
処
分
歴
等

減
点
評
価

―

①入札参加停止又は入札
　参加除外措置の有無

公告日から過去３年以内に本市又は他行政省庁
（国を含む。）から入札参加停止又は入札参加除
外措置を受けたことがある場合に、減点評価す
る。

①入札参加停止措置等状況
　調書（様式１２）
②過去の処分歴等報告書
（措置の内容、期間及び終期が
わかる書類）

③書面での警告の有無

公告日から過去３年以内に本市から不正又は不誠
実な行為等を理由として、豊中市入札参加停止基
準第８条の規定による書面での警告を受けたこと
がある場合に、減点評価する。

①入札参加停止措置等状況
　調書（様式１２）
②過去の処分歴等報告書（措置
の内容、期間及び終
　期がわかる書類）
③書面による警告の写し

①災害時における業務の
  執行体制

・提出された書面または写しで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

・原単位（１㎡あたりの原油換算量）が低い入札参加者を評価

＜加点方法＞
　加点＝満点（１０点）×｛（入札参加者の提出最小原単位）/（入札参加
　者の提出原単位）｝

  加点：小数点第１位を四捨五入する。
　入札参加者の提出最小原単位：小数点第５位を四捨五入する。
　入札参加者の提出原単位：小数点第５位を四捨五入する。

①入札参加者の省エネルギー化を評価する。

（評価項目）
　１．電気、都市ガス等のエネルギー使用量を原
油使用量に換算した
　　　原油換算量で評価。

①男女共同参画への配慮
　（様式８）
①-1 厚生労働大臣(労働
　　 局）に届出した書類
　　 で、受付印が押してあ
　　 るものの写しまたは基
　　 準適合一般事業主認定
　　 通知書の写し

①-1 災害時等に契約業務を適正に執行する
　　 ための交通手段や人員確保等の社内体
　　 制、災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）
　　 等緊急時の対応マニュアル策定状況や
　　 その内容を評価する。
①-2 社屋や営業所の耐震性、災害時の帰宅
     困難者を留め置くための場所の確保や
     物資の備蓄など、防災・減災に取り組
     んでいる事項を評価する。

①-1 災害時等の業務執行体
     制提案書（様式１０）
①-2 防災・減災に関する取
　　 り組み事項報告書
　　（様式１１）

①エネルギー使用調査票
　（様式９）
・前年度（平成２９年４月
　１日から平成３０年３月
　３１日）の年間使用量の
　合計値をそれぞれ記入す
　ること。

②様式９の記載内容の事実が確
認できる資料

①-1 報告書の内容に基づき、災害時に業務を適正に執行するた
めの社内体制が確保されているか、その有効性・実現性を確認
するため事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定状況を確認するとと
もに根拠資料の提出を求める。また、必要に応じて市のヒヤリ
ングを行う。

①-2 報告書の内容に基づき、防災・減災に取り組んでいる内容
を確認する。また、必要に応じて市のヒヤリングを行う。

①-1 災害時、又は公共交通機関が停止した場合等において、契約業務を適
　　 正に執行するため、交通手段の確保や代替人員の確保等、緊急時に業
　　 務を適正に執行するための社内体制の整備状況、災害時における事業
　　 継続計画（ＢＣＰ）等緊急時の対応マニュアルの策定状況やその内容
　　 を評価する。＜５点＞

①-2 事業者として、災害時に社会的責任を果たせるよう準備をしている
　　 か、また、その内容を評価する。＜５点＞

履行確認（企画提案内容の担保）方法等加　　点　　方　　式

①女性の活躍推進への取組
み

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
に基づく、「一般事業主行動計画」の策定または
認定を評価する。

詳　　　　　　　　　　細
提出書類

下記の取組みを行っていれば加点する＜５点＞

　・常時雇用する労働者数が３０１人以上の企業
　　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第9条の規定に基
　　づく認定（えるぼし認定）を受けている。
　
  ・常時雇用する労働者数が３００人以下の企業
　　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第8条の規定に基
　　づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣(労働局）にその旨
　　を届け出ている。

・提出された書面または写しで確認する。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市立豊中病院　総合評価一般競争入札（令和元年１０月１８日公告）評価項目、評価点の配分

①環境への取組み

評 価 項 目 評　価　点

分類

次世代育成支援対策推進法に基づく、従業員の仕
事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策
定または認定を評価する。

細分類 項　　　　　目

評　　　価　　　内　　　容

 (2)
画男
へ女
の共
配同
慮参

合　　　計

(4)
災
害
時
の
業
務
体
制

・延床面積が確認できる資料で確認を行う。
・エネルギー供給業者（関西電力、大阪ガス等）発行の検針票
等に示される使用量で確認を行う。
・評価時のみの確認のため、特に担保は不要。

①男女共同参画への配慮
　（様式８）
①-1 厚生労働大臣(労働
　　 局）に届出した書類で
　　 受付印が押してあるも
　　 のの写し、または基準
　　 適合一般事業主認定通
　　 知書の写し

(3)
環
境
へ
の
配
慮
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②仕事と子育ての両立へ
　の取組み


